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学校 い じめ裁 判例 にみ る教 育言 説 とそ の授 業化

一教職課程における「いじめ問題」の授業開発 (教育法学的アプローチ)一

松尾 由希子 (静岡大学 大学教育センター)

岩瀬 真寿美 (名 古屋産業大学 環境情報ビジネス学部 )

はじめに

本稿は、学校いじめ裁判の判例から教員に求められるいじめへの対応をあきらかにしたうえで、教職

履修生や現職教員を対象に、いじめ対応について考える授業開発を試みるものである。

今日、教員は適切にいじめに対応していくことを強く求められている。それは、以下の文部科学省の

文書からもわかる。例えば、2012年 9月 19日 の教員養成部会 (第 65回)配布資料の中の資料 4‐ 1「い

じめ、学校安全等に関する総合的な取組方針～子どもの『命』を守るために～」(2012年 9月 5日 文部

科学省)では、教職員への研修等の充実という項目の中に「大学の教員養成課程において、いじめの問

題に関する認識を深め、早期発見や適切に対応できる能力を高めるような実践的な内容の充実を求める

【10月 中】」とある
p。

同じく教員養成部会 (第 65回 )配布資料の中に示される「資料 4‐2い じめの問

題に関する教員養成課程における取り扱いについて (論点)」 では、「養成課程においては、どのような

内容を扱 うことが適当か」という問いに対して、今日「教育心理学」「生徒・進路指導論」「教育相談」「学

校経営論」などで扱われているが、それらの科日における授業内容の充実について、いじめの問題を扱

つているシラバスの例を示して説明がなされている
'。

さらに、2012年 8月 28日 中央教育審議会答申

「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について (答申)」 では、現状と課題とし

て「いじめ・暴力行為・不登校等への対応」があげられており9、 取り組むべき課題として、「陰湿な

いじめなど、教員から見えにくい事案についても子どもの兆候を見逃さず、課題を早期に把握し、警察

等の関係機関と連携するなどして的確に対応できる指導力を養 うとともに、教職員全体でチームとして

取り組めるよう、こうした力を十分に培う必要がある」と述べられている。。また、管理職の資質能力

の向上の項目の中にも、「いじめ・暴力行為・不登校等生徒指導上の諸課題を含め複雑かつ多様な課題

にリーダーとしてマネジメントカを発揮できるよう留意する必要」が述べられているゆ。これらは現職

教員に向けた内容であるが、学部レベルでは「いじめ等の生徒指導に係る実践力の向上」が、修士レベ

ルでは「いじめ等の生徒指導に係る事例やノウハウの集積等、教育研究の充実」が求められており∂、教

員養成課程カリキュラムでも必要とされるものである。

そこで、本稿では「教育原理 (教育原論)」 や 「教職実践演習」において「いじめ問題」の授業を試み

ることにした。2種の科目を選択した理由は、以下のとおりである。「教職実践演習」は「全学年を通じ

た学びの軌跡の集大成」として位置づけられる科目であり、教職に就くうえで自己の課題を自覚し、必

要に応じて知識や技能などを補い、「教職生活をより円滑にスター トできるようになること」を目的とし

ているつ。そのため、事例を通じたいじめ対応の検討は有意義であろう。また、今日の「教育原理 (教育

原論)」 の授業内容の問題点の 1つに、思想やイデオロギーに重きを置いていることがあげられる。すな

わち、歴史上の有名な教育哲学者による思想の整理、体系化が中心となっている。このような思想史を

学ぶことは重要であるが、それらを学校で現実に起きている問題に応用することは難しい。そのため、
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教育哲学者の思想だけでなく今日の教育問題に関する教育言説も同時に学ぶ必要がある。例えば、いじ

めに関する教育言説が考えられる。社会学者の森田洋司氏はいじめの四層構造論 υを提示し、ルネ・ジ

ラール氏はスケープゴー ト論 りをあげた。これらはいじめの構造を理解するにあたつて、大変貴重な示

唆を与えてくれるものである。また、伊藤茂樹氏は「いじめはあってはならない」という言説をとりあ

げて、その言説の問題点とそこから脱却する方法について論じた 1け。これらの研究はいじめの構造や今

日流布 している言説に着目したものである。一方で本稿は、学校いじめ裁判例から導き出される教育言

説に焦点を当てる。

判例を素材として扱 うことで、司法におけるいじめの定義やいじめに対する教員の責務を客観的に認

識し、教員のもつ安全配慮義務 (「学校の教師は、学校における教育活動によって生じる恐れのある危険

から児童・生徒を保護すべき義務を負っている」lp)を具体的に考えることができる。管見の限り、学

校いじめ裁判例に関する研究は、判決文に対する批判的解釈を目的とする評釈研究 1'や判例分析 19、 判

例紹介 1つ などが中心であり、判例を教職課程の授業に活かそうとするものはみられない。いじめ学校裁

判の判例には、いじめをとりまく状況が詳細に記述されているため、学生や教員がいじめ対応について

具体的に検討できるという点、今後起こりうる危機を回避するための手段を見出しやすくなるという点

において、有効な素材である。

(文責 :岩瀬真寿美、松尾由希子)

1学校いじめ裁判例にみる「教員に求められる対応」

(1)題材とした判例

①半り1711と は何か

判例とは、個々の裁判で示された裁判所の判断をいう 1♪。判例の特徴について、中野次雄氏が「裁判

所の判断であるが、それはのちに別の事件を裁判するときに先例となるような性質の判断でなければな

らない。そして、先例となりうるためには、その判断が他の事件にも適用することができるような一般

性を有していることが必要である」10と 述べていることから、判例はその裁判だけでなく類似する他の

裁判でも適用できるという、ある程度の客観性をもつているものである。そのため、一般性を有する判

例を用いて、教員に求められる対応を検討することは、教職に関わる者にとっては有意義な知見を得ら

れる。ただし、判例の拘束力 (先例としての力)については、最高裁判所の判例だけがもちうる 1つ。そ

のため、最高裁判所以外の地方裁判所や高等裁判所の判例については「単なる参考資料としての意味を

持つにすぎない」lυ という。本稿で用いた 7つの判例は、地方裁判所と高等裁半J所から出たものである

ため、後の判例に及ぼす拘束力はない。しかし、それ故に本稿で用いる 7つの判例は個々の裁判所の判

断で出されたものであり、それぞれの判例における「教員に求められる対応」を見出せる意義は大きい。

学校いじめ裁判では、教員の安全配慮義務違反などの争点に沿って、原告 (学校いじめ裁判において

は、主に被害生徒やその保護者)の主張、被告 (学校いじめ裁判においては、主に教員や学校や学校の

ある自治体、加害生徒)の主張がなされ、その主張は裁判所で精査され、事実と認定されたものをもと

に判決が下される。判例にはその経緯の全てが記されている。例えば、いじめの契機、いじめの内容、

被害生徒の行動、教員の対応、保護者の対応、裁判所の考えなどが具体的に記されており、今後教員が

どのようにいじめ対応していくべきかを考えるための有効な素材である。
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②題材とした判例の基準

本稿で用いた判例は「LEX/13Bイ ンターネット TKC法律情報データベース」を参照した。このデー

タベースは、「明治 8年の大審院判例から今日までに公表された判例を網羅的に収録したフルテキスト型

(判例全文情報)データベース」であり、「民事法、民事特別法、公法、社会経済法、刑事法のすべての

法律分野を収録Jlり したものである。「学校」「いじめ」という言葉で検索した後、以下の 4点の基準で

選択した。

1つは、近年の学校いじめ裁判を対象にした。具体的には 2002年から2013年までの判例になる 2∂ 。

2つは、「一部認容、一部棄却Jと いう、いじめの事実が認められた裁判結果を対象とした。教員に求

められる対応を検討する前提として、いじめの事実が認められた判例を用いる。

3つは、教員に求められるいじめ対応を検討するという目的のために、被告に教員が含まれている裁判

を対象とした。

4つは、学校種を中学校、高等学校に限定した。本節で検討しようとする「いじめ問題における教員に

求められる対応」は、教育活動中の子どもの生命・身体・健康などが危険にさらされてはならないとい

う教員に課せられた安全配慮義務に関わるものである。安全配慮義務は全学校種の教員に課せられるも

のであるが、子どもの年齢によつて教師に求められる安全配慮義務の程度は異なるため a)、 学校種を限

定する必要がある 2'。

以上の 4つの基準から選択した裁判は 7件 2♪ であり、「裁半J年月日、裁判所、学校種」「訴えの概要」

「いじめの内容 (裁判所が認定した事実)J「実際の教員の対応」「教員として求められる対応Jにわけて、

表 1に整理した。「番号」は、今日に近い新しい判例から順に記載した 2つ 。
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表 1 本稿で用いた学校いじめ裁判例の整理

‐
い
∞
‐

番号
裁判年月日、

裁判所名、学校種
訴えの概要 いじめの内容 (裁判所が認定した事実) 実際の教員の対応 教員として求められる対応

判例

1

2013年 3月 18

東京地方裁判所

高等学校

高校に通学していた生徒

Aが、継続的ないじめを受

けていたにも関わらず、被

告 (学校)はいじめ行為に

対して適切な対応を行わ

なかった。結果、Aは精神

的・肉体的・経済的苦痛等

を受け、退学や 自殺未遂

にまで追い込まれ、精神的

損害を被った。

o脅迫

・被害生徒 Aの兄の病気を使って、脅す (自 分

のいうとおりにしないとAの兄の病気をクラスメ

ートに話すなど)。

→「着うたJダウンロードの指示

・メールや電話でAを殺害するかのような発言を

する。

0新
・頭や背中を殴つたりけったりする。

oその他

被害生徒 A宅で、携帯電話やインターネットを

無断で使用する。

・Aの弁当のお力ゞ や飲み物を取り上げる。

く加害生徒への対応>
・担任は、加害生徒を職員室に呼び、事情を確

認し、生徒 Aのおかずをとつてはいけないと注

意したうえで、学年主任に報告した。

Aに対する脅迫メールを送った加害生徒に対

して、校内のカウンセリングルームに呼び出し、

事情聴取したうえで、3日 間の自宅謹慎処分と

した。

く被害生徒 Aへの対応>
「死ねJ「殺すJなどのメールを受信した Aに対

して、送信の経緯などの事情聴取はなく、Aの
心情に配慮する措置を取らなかった。

くいじめへの具体的対応>
①高校生の発達程度を考え、いじめへの

適切な対応において、教員の介入程度

をよく考えないといけない。

②被害生徒 Aの保護者からいじめの相

談があった場合、加害生徒からも事情聴

取をするべきだつた。

③脅しのメールの存在を確認したら、そ

のようなことになった経緯、原因について

調査を行ない、その結果に基づいて具体

的な措置について検討するべきだつた。
・被害生徒 Aやその保護者からも事備聴

取をする。

④事実関係と被害生徒 Aの心情把握に

努める。

Aを励ますなどして、事態の再発防止

やAの交友関係の回復を図るなど、適切

な対応をとるべきだった。
判例

2

2012年 12月 25日

名古屋高等裁判所

(判例 3の裁判の控

訴審)

中学校

生徒 Aは中学在学約 1年

の間、同級生からいじめを

受けていたにも関わらず、

被告 (学校の理事長、クラ

ス担任、学年主任等)がい

じめ防止のための適切な

措置を講じることを怠り、い

じめを放置したため、生徒

Aが解離性同一性障害を

発症し、高校生になった

2006年 8月 18日 に自死

した。

o無視や仲間はずれ

・クラスや部活で、無視されたり、仲間はずれに

されたりする。

o被害生徒 Aに直接行なってはいないものの、

本人のいるところで行なわれた行為
・Aに直接話したわけではないが、Aに対して

「ウザいJ「キモイJ「死ね」などと言つた。
・「終了式Jの 日、Aが登校したところ「汗臭いか

ら空気の入れ替えをする。Jなどと言い、教室の

窓を開けた。

・Aの授業中の発言に対し、「今日もうざいんだ

けどJ「うるさい」などと言うこともあつた。
o器物損壊

くいじめ問題に対する認識>
・いじめとの認識がない。

くいじめへの対応>
学校独自の「いじめ対応マニュアルJは存在し

たが、機能していなかった。

・校長や教諭を監督する立場にある理事長は、

組織的ないじめ対応をとらなかった。(または不

十分だつた)

く被害生徒 Aへの対応>
・トラブルを起こしたAと加害生徒を個別に注意

し、クラス全体に対して「いじめはやめるように」

と話したのみだつた。

くいじめ問題に対する認識>
①学校の「いじめ対応マニュアルJに沿つ

て、いじめの有無を判断する。

②いじめについて調査し、教員らの情報

共有によつて判断する。

くいじめへの具体的対応>
①学校の「いじめ対応マニュアルJを実際

に行動にうつす。

②教員間の情報共有をもとに、措置につ

いて判断する。



‐
Ｏ
ψ

‐

判例

3

2011年 5月 20日

名古屋地方裁判所

(判例 2の裁判の 1

審)

中学校

同 上 ・制服のスカートを切られる。

・被害生徒 Aの教科書やノートに「ウザイJ「キモ

イJ「死ねJと書く。

・Aのロッカー内に貼られていた芸能人のポスタ

ーを破る。

・Aのいすの裏側に「死ねJとチョークで書く。

・Aの机の横にかけてある範を蹴るなどして、スリ

ッパの跡をつける。

o教科書などの隠匿

・被害生徒Aの教科書などを隠したり、Aの机だ

けを教室の外に出すなどした。

oその他

被害生徒 Aの机の下にわざとごみを集めた。

・黒板に Aに見立てた絵を描いて、それに向か

つてスリッパを投げつけた。

・靴箱に入れてあつたAの靴の中に多数の画び

ょうを貼り、靴を靴箱に接着剤のようなもので貼り

付けた。

・靴に画鋲を入れられた件で、Aから助けを求

められたが、対応しなかった。

く被害生徒 Aの保護者への対応>
Aの保護者は、Aから部活内での仲間はずれ

や暴言、ポスターを破られたことをきいたため、

教員らに対応を依頼したが、ヽ ヽしなかった。

・Aの保護者への暴言

くいじめ問題に対する認識>
①いじめに対する認識をもたなくてはなら

ない。

くいじめへの具体的対応>
①校長や理事長などの管理職は、いじめ

への認識をもち、組織的な対応をとるベ

きである。

②教員間で情報を共有すべきである。

生徒間のトラブルについて、学年会に報

告し、学年会で指導方法について協議し

て、複数の教員と意見交換などして、教

員相互間の共通理解を図つて共同で指

導に当たり、副校長や校長に相談して指

示をあおぐ。

③被害生徒 Aやその保護者からトラブル

の連絡を受けたときは、適切な対応をとら

なくてはならない。

教員の目の届かないところでいじめが行

なわれることを避けるため、トラブルの当

事者以外の生徒からも事情をきく

→実態を的確に把握する。など

④加害生徒への指導

・いたずらや悪ふざけに名を借りた悪質

で見過ごしがたいものであり、時として重

大な結果になりかねないことを認識、理

解させ、ただちにやめるように厳重な指導

を継続する。

・被害生徒 Aやその保護者からトラブル

の連絡を受けたときは、トラブルに関係し

た生徒を呼び、事情を聴き、そのうえで注

意するという指導に加え、状況に応じた

適切な措置を講じる義務がある。



‐
い
〇

‐

⑤アンケート調査の実施、クラスでの討論

や発表などを通じて、クラス全体にいじめ

指導を行なう。

くその他>
①いじめが契機となり、精神疾患や自死

に至るおそれがあることを知らなくてはな

らなセヽ。

判例

4

2007年 5月 24

広島地方裁判所

中学校

被告生徒 らが中学在 学

中、生徒 Aに対し、暴行を

カロえるなどのいじめ行為を

行なったことで、Aに多大

な精神的苦痛を与えるとと

もに統合失調症を発症さ

せ、Aの保護者も多大な精

神的苦痛を受けた

o器物の損壊

・文房具を壊丸

o教科書などの隠匿

・教科書や文房具を隠す。

oからかい

・不登校をからかう。

o暴行

・被害生徒 Aがとられた文房具を取り返そうとし

た際にけがを負わせる。

・首を絞める。

・小石などを投げつける。

・水をかける。

・ボールをぶつける。

o脅迫

・被害生徒 Aに万引きを煽る発言をした結果、

万引きしたAを恐喝する。
・言葉での脅しも繰り返す。

o金品のたかり

・被害生徒 Aが犯してしまった万引きを他の人

にも話すなどと脅して、お金をたかる。

o被害生徒 A宅に何度もおしかける

・Aの万引きについて A宅近所で大声で話し、

Aが嫌がるのを楽しむ。

0その他

くいじめ問題に対する認識>
・加害生徒は、教員の日の届くところでいじめ

行為を行なっていたため、いじめを認識できた

はずだが、いじめと判断しなかつた。

・首絞め行為もじやれあいの一環だと思ってい

た。

・被害生徒 Aの遅刻が急に増えたため、いじめ

の存在も疑えたと思われるが、教員は疑わなか

つた

・文房具損壊を知りながら、いじめを疑わなかつ

た。

くいじめへの対応 >
・被害生徒 Aと加害生徒が友人関係にあると思

い込み、友人関係ならいじめはおこらないと思

い込ん亀

く被害生徒 Aへの対応 >
・Aから個別に事情をきかなかった。

くいじめ問題への認識>
生徒を注意深く観察して、いじめを認識

しなければならない。

①文房具の損壊

②じゃれあい程度と片づけず、暴力行為

や嫌がらせ行為などがないか注意深く観

察する。

③友達関係でもいじめはおこりうると考え

る。

④急に遅刻が多くなつたことから、いじめ

被害を疑うことができる。

くいじめへの具体的対応>
①加害生徒やその保護者への指導、注

意を行なう。

②教員間、教員と生徒、教員と保護者

で、情報共有をはかる。

報告や連絡、相談などをする。



‐
い
い
‐

・デパートの中に被害生徒Aを閉じ込める。

判例

5

2007年 3月 28日

東京高等裁判所

(控訴審)

中学校

生徒 Aは、中学 3年在学

中、同級生から継続的にい

じめを受けていたにも関わ

らず、教員らが安全配慮義

務に違反して必要な措置

をとらなかったため、自死し

た。

0器物損壊
。自転車等の損壊

・新しいスポーツシューズを取り上げられ、数 日

間で泥まみれにされる。

o教科書などの隠匿

・教科書を隠される。

・遠足時にリュックを奪われる。

o暴行

・前髪を不揃いに切られる。

頻 繁にプロレスごっこをしかけられあ。

・肩パンという遊びの相手をさせられあ。

・掃除中、教員の目の前で太ももをけりつけられ

る。

・女子などのいる前¬生器を露出させられる。後

日、からかわれる。

・授業中、両瞼付近をサインペンで塗られる。

くいじめ問題に対する認識>
いじめと判断しなかつた。

・教員間で、情報共有ができていなかった。

・生徒から、事情聴取をしなかった
。教員らは加害生徒の問題行動を認識してい

たにも関わらず、いじめにつながるとは考えな

かつた。

・教員の見開きした事実や被害生徒 Aの言葉

のみで、いじめではないと判断してしまった。

(目 撃者には事情聴取しなかった)

くいじめへの対応>
・被害生徒 Aから、いじめの申告がなかったた

めに特に対応しなかった。

くいじめ問題に対する認識>
①目撃者に、事情聴取するべきだった。

教員の見聞きした事実や被害生徒Aの

言葉のみでは、いじめかどうかの判断が

できない。

②教員間で情報を共有しながら、いじめ

との認識をもつべきだった。

いじめとの認識が、適切ないじめ対応

につながる。

くいじめへの具体的対応>
①いじめ被害者は、いじめの事実を隠す

という特徴をふまえたうえで、対応する。

被害生徒から申告がなくても日撃した

生徒などの通・laを契機にして、いじめに

対応できる。

②教員間で協力して対応すべきである。

いじめ被害者は、いじめがエスカレート

することをおそれて、いじめの被害を否定

するため、教員同士で協力して対応す

る。教員間の情報共有からいじめの認識

をもつことが、適切ないじめ対応につなが

る。形だけ加害生徒が被害生徒Aに謝っ

ても、解決したことにはならない。

③適切ないじめ対応の例
。加害生徒への注意
。加害生徒の保護者への指導

・いじめをとめることなくみていただけの傍

観者への教育

判例

6

2002年 12月 18

新潟地方裁判所

中学校

生徒 Aが、1998年 8月 6

日に自宅で自死したことに

ついて、自死はAが所属し

ていた中学校の 2年のクラ

スメートとAが所属していた

サッカー部部員らによるい

じめが原因であり、いじめ

oクラスや部活動内での暴行

・校内のトイレに呼び出し、腹を殴る。

・拳で腹、顔、わき腹などを殴る。

・右ひざで左もものあたりをける。

・暴行の頻度は週に2,3回。1度 に6～ 10回殴

るけるの暴行を受ける。

・教室内で、加害生徒が通行時にわざと足を出

くいじめへの対応>
クラス内でのいじめについては、アンケート調

査で把握し、被害生徒A宅を訪問し、Aからい

じめを確認する(内容までは確認せず)。 学年

部全体でいじめ解消に向けて動くことを話す。

その後、加害生徒とその保護者へ指導し、いじ

めは終息する。

くいじめ問題に対する認識>
①被害生徒Aの保護者から、Aがのけ者

になつているようだと報告を受けた時に、

詳細にいじめの調査をするべきだつた。

くいじめへの具体的対応>
①被害生徒 Aからお金を取られた時の



‐
い
０

‐

に対して教員らが必要な措

置を取らなかったためと主

張した。

したり、廊下でわざと肩にぶつけたりする。

o金品の盗難

・被害生徒 Aのかばんから、600円程度のお金

を取る。

o脅迫、たかり

カロ害生徒が万弓|きしたものを売りつけられる(自

死の前月)

・「お金をもつてこないと万引きした以上の値段

で売りつける。」と脅される。

く被害生徒 Aへの対応>
・サッカー部顧間は、部活内で Aがいじめられ

ていないか注意深く観察する。

く加害生徒への対応>
・被害生徒 Aが、部活内でお金をとられた件に

ついて、加害生徒を厳しく指導するが、その後

も、お金は返されなかった。

く被害生徒 Aの保護者への対応>
・保護者はお金が返却されていないこと、部活

内で無視されていることなどを顧間に話し、対

応を依頼したが、その後保護者への報告はな

かつた(両親が学年主任に電話するも、電話番

号違い等で連絡をとることができなかった)。

状況について開くべきであり、返金につ

いてヽ 最後まで確認するべきだつた。

②関係教諭間で情報を共有し、連携して

対策をたてるというように、早急に対応す
べきだった。

③加害生徒に対して、適切に指導すべき

だった

被害生徒 Aは、加害生徒への指導から

1月 もたたないうちに再度被害に遭って

いる。Aも含めて事情聴取したうえで、事

実を確認して、加害生徒及びその保護者
へ指導 注意をするべきだつた。

④調査してわかった事実関係について、

被害生徒 Aの保護者に報告すべきだっ

た。
判例

7

2002年 1月 28 日

鹿児島地方裁判所

中学校

生徒 Aが、同級生から継

続的にいじめを受けた結

果自死したとして、被告 (同

級生ら中学校を設置管理

する町)に対し、損害賠償

を求めた。

o暴行

同級生や上級生から暴行を受ける。

・バッドで殴打

・顔や腹を一方的に殴られる。危険な技を受け

ることもある。

・昼休みに呼び出され、キックボクシングをさせ

られる。

・防空壕跡地で集団暴行を受け、途中意識を失

セ、泡をふく。

・3年時には毎日のように暴行を加えられ、暴行

はエスカレートしていく。

o金銭や物品のたかり

・違反ズボン、ゲームカセット、煙草の購入を強

要される。

・金銭をたかられる。

o器物損壊
。自転車を壊される。

o脅迫

・呼び出しの電話に出ないようにしていたが、誤

つて被害生徒 Aの弟がでてしまうと「今から行つ

くいじめ問題に対する認識>
・生徒会のいじめアンケートの結果を受けて、

いじめ対策のための研修を行なったが、さらな

る調査をしたり、対応を協議したりという具体的

な行動はとらなかつた

くレヽじめへの対応>
・2年時、担任は他の教員から話をきいて、被

害生徒Aに被害状況を確認した。

■3年教員に話し、恐喝の被害にあつた生徒

宅に行く。

→翌朝、学年部会と主任と生徒指導部会に

事実を報告する。

→生徒指導部会は、A・加害生徒の話をきい

て事実照合。加害生徒の保護者を呼び、事情

説明。カロ害生徒 3年生に謝罪とゲームカセット

代を弁償するように指導する。脅されて万引き

した Aには、スーパーに謝罪にいくように指導

する。(しかし、Aは 3年生から謝罪も弁償も受

けていない。)

・Aが、3年生から待ち伏せをされて困つている

との電話を受けた Aの保護者が、教員に連絡

くいじめ問題に対する認識>
①調査をして、事実関係の把握に努める
べきであった。

②被害生徒 Aからの申告がなくでも、い

じめの兆候を見逃してはいけない。

Aは、自死前日までいじめの事実を教員

に申告しなかったが、以下の状況からい

じめと判断することは可能だつた。担任教

員は、Aが暴行やたかりの被害にあつて

いたことを把握していた。いじめられるよう

になってから遅刻が多くなったが、Aの申

告どおり朝寝坊などによるものであると

暉酪詢してしまつた。保護者から「カロ害生

徒から Aに頻繁に電話がかかってくる

が、Aが遊びたがらず嫌がつている」との

相談を家庭訪問時に受けていた。加害

生徒らは A以外の下級生への集団暴行

事件を 10数件も起こしていた。など

くいじめへの具体的対応>
①講話などの一般的、概括的ないじめ指



て、Aともども殺そうか」などと脅迫される。

o自 宅におしかける

休み中、頻繁に呼び出しの電話をかける。

頻繁に被害生徒 A宅を訪れる。

oその他

加害生徒から、登下校の同行を強要される。

同級生との喧嘩を強要される。

・学校の自転車小屋で、3年生から待ち伏せさ

オЪる。

・美術の課題を加害生徒の代わりに作成させら

オしる。

・万引きを強要され、実行する。

したため、教員は Aを探す。3年生に注意した

が、生徒指導部を通じての指導はなく、Aから

も事情をきかなかった。

・加害生徒らは、A以外の生徒にも一時的に下

半身麻痺に陥らせるほどの暴行を行なつてい

たが、教員から指導されることはなかつた。(10

数件もの集団暴行事件を起こしている)

く被害生徒 Aへの対応>
・Aの遅刻が増えたが、Aに遅刻の原因を問い

ただすことはしなかった。

く被害生徒 Aの保護者への対応>
A宅に嫌がらせの電話がかかつてきたことで、

Aの保護者から相談を受けたが、関係生徒の

事情聴取や指導をしなかった。

・Aは、自死の直前まで無断欠席をしていた

が、担任は保護者に連絡しなかつた。

導では、被害生徒 Aを救えないことを認

識し、具体的に対応すべきだった。

②いじめの実態を調査し、事実関係の7E

握に努めるべきだった。

この中学校では、週に1回生徒指導部会

が開かれ、生徒指導上の問題点につい

て連絡や対策を検討する体制が整って

いた。

③いじめの事実が確認できたら、加害生

徒に指導するべきだった。

「LEX7DBインターネットTKC法律情報データベース」より伽成

註

‐
い
い
‐

1本表は、「lE刃DBインターネット TKC法律情報データベース」中、2002年から2013年に「一部認容、一部棄却」という結果の出た学校 (中 学校・高等学校)いじめ裁判の判例をまとめたものである。

2「番号」は、裁判年月日の新しい判例から順につけた

3「いじめの内容」には、特徴的なもの、複数回にわたつて行なわれたものを記述した。

4いじめの被害にあった生徒は、判例番号に関わらず Aと記述した。



(2)い じめの定義

① 文部科学省による定義

文部科学省は、これまで3回にわたり、いじめについて定義してきた 2D。

1985年から 1993年には「①自分よりも弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的

に加え、③相手が深刻な苦痛を感 じているもの、であって、学校としてその事実を確認しているもの。

なお、起こった場所は学校の内外と問わない。」とした。

1994年から2005年には「①自分よりも弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的

に加え、③相手が深刻な苦痛を感 じているもの、なお起こった場所は学校の内外を問わない。なお、個々

の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行 うことなく、いじめられた児童生徒の立場

に立って行うこと。」とした。前回までの定義と異なる点は、学校がいじめの事実を確認していなくても

いじめを認める点にある。また、いじめと判断するにあたつて、いじめの被害にあつた生徒の心情を重

視するようになった。

2006年から今日までの定義は「個々の行為が『いじめ』に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に

行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行 うものとする。『いじめ』とは、当該児童生徒が、

①一定の人間関係のある者から、②心理的 。物理的な攻撃を受けたことにより、③精神的な苦痛を感じ

ているもの。なお、起こつた場所は学校の内外を問わない。」となっている。この定義には、5つの注釈

がつけられている。「(注 1)『いじめられた児童生徒の立場に立って』とは、いじめられたとする児童生

徒の気持ちを重視することである。(注 2)『一定の人間関係のある者』とは、学校の内外を問わず、例え

ば、同じ学校・学級や部活動の者、当該児童生徒が関わつている仲間や集団 (グループ)な ど、当該児

童生徒と何らかの人間関係のある者を指す。 (注 3)『攻撃』とは、『仲間はずれ』や『集団による無視』

など直接的にかかわるものではないが、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものを含む。(注 4)『物

理的な攻撃』とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠されたりすることなどを意味する。(注

5)けんか等を除く。」というものである。定義を簡略化したことで、柔軟に解釈できるようになった。

一方で、5つの注釈がいじめの起こりうる人間関係、いじめの内容などを具体的に例示したことで、いじ

めについてイメージしやすくなった。いじめ研究を進めてきた森田洋司氏は、2006年の見直しが旧基準

と比べていじめの性質に関する表現をほとんど削除したことに注目した。以前までの定義では「いじめ

の性質が一つでも欠ければいじめではないと判断する傾向が、現場にみられた」2∂ 結果、「子どもたちの

苦しみをいつそう深刻にし、実態調査の信頼性を損ねる要因にもなっていたJ2つ と批判したうえで、2006

年以降の定義について「形式に陥らせる文言を削除し、子どもたちの立場に立って判断することを、い

っそう求めた結果である」2が と評価した。

②裁判所の見解

裁判所は、いじめをどのようなものとしてとらえているのか。半」例から読み取ることのできる裁判所

の見解を確認したい。7つの判例の中で、判例 4、 判例 5において見解が示された。どちらも 2007年の

判例である。

半J例 4 (2007年 )

「中学生くらいの子供間においてなされる、からかい、言葉によるおどし、嘲笑・悪日、仲間はず

れ等の有形力の行使を伴わない行為は、それ自体直ちに不法行為に当たるとはいえず、叩く。殴る・

-34-



蹴るなどの暴行行為であらても、その態様や程度によっては必ずしも不法行為に当たるとはいえな

い場合もあり得るが、これらの行為を特定の生徒に対し長期にわたつて執拗に繰り返して実行し、

被害生徒に内体的・精神的苦痛を与えた場合には、当該行為は、被害生徒の身体的自由、人格権を

不法に侵害するものとして、不法行為にあたる。」

判例 4では、子ども間で言葉や有形力の行使を伴う暴力があつたとしても、状態や程度によつてはすぐ

にいじめ (「不法行為」)と はいえないが、特定の生徒に対する長期間繰 り返された暴力の存在や被害生

徒が苦痛を感じた場合、いじめとみている。

判 例 5 (2007年 )

「いじめと称される現象は、よくみられるものとしては、〔1〕 本件におけるように、暴行等の犯罪

行為が一定の期間、継続的にカロえられるという、それ自体が法律違反として処罰の対象とされ、社

会的に排除されるべき内容のもの、〔2〕 犯罪に当たるとまでいうことができないものの、行為の継

続と集団の力によつて被害者が疎外され、属する組織や社会における生活が困難となるもの、〔3〕

業務、研究、学習等分野を問わず、内容が正当なものであっても、指導や叱責が、これを受ける者

にとつて発憤の契機とならず、重荷となり、属する組織や社会における生活が困難となる原因とな

り得るものがある。〔1〕 は、犯罪として法的に排除され、又は周囲の者が傍観せず、無法を排除す

る行動を採るのが常であるため、一般社会においては生じ難い種類のもので、閉鎖され、未成熟な

者から成る学校において生じ易い形態である。〔2〕 は、いわゆる村人分のように、属する組織や社

会から理由なく排除されるもので、一般社会においてはもとより、学校においても、生じ得る。〔3〕

も、指導や叱責をする者には、悪意もなく、内容も相当である場合でも、これを受ける者の心理的

負担の程度及び内容によっては、いじめとなり得る。もつとも、〔3〕 は、指導や叱責だけで、これ

を受ける者が属する組織や社会での生活が困難となるのは稀で、他の事情も相侯つていじめと評価

されるのにとどまるであろうが、社会的に相当で、不可欠な行為ですらいじめと評価される事例が

あることは、人間の営む社会においては、いじめが消滅することはあり得ないことを示唆するとい

い得る。」

判例 5では、いじめを 3つの現象に整理して示している。その中で学校のいじめと関わるものは 2つで

ある。〔1〕 については、暴行等の犯罪行為が継続して行なわれるという点で法律違反であり、一般社会

では起こりにくいものの、学校では生じ易いとみている。〔2〕 は、犯罪とまではいえなくても継続的な

行為と集団の力によつて被害者が孤立するもので、一般社会でも学校でも起こりうるものであると述べ

る。

判例 4と判例 5の文言より、いじめは継続的に行なわれる行為であり、被害者に肉体的・精神的な苦

しみを与えて、周囲から孤立させるものととらえていることがわかる。学校という特殊空間において、

一般社会では生じにくい暴行などの犯罪行為もいじめとして行なわれうることを示した。

(3)7つの判例にみるいじめの実際

ここでは、7つの判例から実際に行なわれたいじめについて、みていく。それは表 1の「いじめの内容」
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に示した。学校いじめ裁判では、原告と被告の主張がくいちがうこともあるため、「いじめの内容」には

裁判所が認定した事実のみを記した。2判例以上に共通するいじめとして、①暴行、②脅迫、③器物損壊、

④器物の隠匿、⑤金品等のたかり、⑥万引きの強要、⑦被害生徒宅へおしかけることがみられた。なお、

いじめの加害と被害者の関係は、全判例とも同級生である。そのうち 2つ 2り については同じ部活に所属

していた。判例 7の被害生徒だけが、同級生のほか上級生にもいじめを受けていた。

① 暴行 (判例 1、 判例 4、 判例 5、 判例 6、 判例 7)

被害生徒は、全て男子である 3じ。暴行は、教室や構内のトイレという学校内の他、学校外でも行なわ

れていた。時間は、休み時間、部活動中、遠足、放課後であり、教員がみている授業中や掃除の際にも

行なわれていた。

暴行の内容については、一般社会であれば法律違反として罰せられるようなものも多い。1つは、殴る、

蹴るなどの有力の暴力であり、1番多い内容である。判例 7を例にあげる。被害生徒 Aは、校内で助走

をつけて跳び蹴りされるなどの危険な技を受け、バッドで殴打されることもあった。また、放課後に防

空壕跡地で、30分間の集団暴行を受けたこともあつた。この時にAは途中で意識を失い、泡をふいたが、

加害生徒がAのほおをたたいたところ、2、 30秒後に意識を回復した。暴行の後、Aはふらつきながら

自転車をおして帰宅している。その日以降、さらに暴行はエスカレー トしていった。

2つに、嫌がらせや被害生徒のプライ ドを傷つけることを目的にした暴行である。判例 5の被害生徒A
は、前髪を切られ、授業中に両瞼をサインペンで塗られている。どちらも人の目につきやすい場所であ

る。さらに、女子生徒も含む同級生の前で加害生徒によって性器を露出させられ、後日その加害生徒か

ら性器に関連した言葉による侮辱を受けた。

3つに、小石やボールなどの物を投げつけられることである。判例 4で、被害生徒は加害生徒によって

教室の外に連れだされ、職員室の外のテラスで 2、 3セ ンチメー トルの大きさの小石を投げつけられた。

②脅迫 (判例 1、 判例 4、 判例 6、 判例 7)

特徴を2点あげる。1つは、被害生徒の弱みを利用した脅し、つまり恐喝である。判例 4では、被害生

徒が加害生徒の場 りにのり万引きをしてしまったことで、その後しばしば万引きを引き合いに出され、

脅されるようになった。判例 1では、加害生徒は被害生徒 Aの兄の病気を使つて脅し、Aを 自分の言い

なりにするようになった。Aの携帯電話で「着うた」をダウンロー ドするように命令し、Aが従わない

場合は暴行を加え、ダウンロー ドをしなければ「兄の状態を友人に話す」などと発言している。2つは、

殺害などの言葉を使つた脅しである。事例 7では、被害生徒 Aの家に頻繁に呼び出しの電話をかけるよ

うになったカロ害生徒に対して、Aは電話に出ないようにしていたが、誤つて出てしまった Aの弟に対し

て加害生徒は「今からぶっ殺しにいくぞ。」と脅している。

③被害生徒の持ち物の損壊 (判例 2(3)、 判例 4、 判例 5、 判例 7)

被害生徒の持ち物を壊すという行為も、多くの判例でみられた。

制服のスカー ト、文房具、教科書、自転車、買つたばかりのスポーツシューズが使えない状態になっ

ている。壊された物の多くは、使用頻度の高いものだった。また、部室内のロッカーに貼つてあつた被

害生徒の好きな芸能人のポスターも破られている。使用頻度の高いものや大事にしているものを壊すこ

とで、被害生徒の心を追い詰めようとする意図がうかがえる。実際、判例 7の被害生徒は、壊された自

転車をひき、いつたんは通学しようとしたものの、途中で腹痛を訴え自宅に戻つている。

④被害生徒の持ち物の隠匿 (判例 2(3)、 判例 4、 判例 5)
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3つの判例すべてに共通するのは、教科書の隠匿である。他に、文房具を隠されたり、遠足時にリュッ

クサックを奪われたり、被害生徒の机が廊下に出されたりしている。これらも上記の③と同じように、

学校の教育活動において不可欠なものが隠されている。

⑤金品のたかり (判例 4、 判例 6、 判例 7)

3つの判例で、被害生徒はお金をたかられたり、盗まれたりしている。お金の他に、判例 7では違反ズ

ボン、ゲームカセット、煙草などの購入を強要されていた。判例 6では、カロ害生徒が万引きしたものを

売りつけられていた。また、判例から、金品のたかりが暴行につながることもみえてきた。判例 7では、

被害生徒がプラモデルの塗料を購入していなかつたことを理由に、加害生徒から教室のベランダで腹部

を殴られている。

⑥万引きの強要 (判例 4、 判例 7)

判例 4では、すでに暴行を受けるなどいじめが深刻になっていた時期に、万引きも強要された。加害

生徒が被害生徒に対して万引きを煽ったことで、被害生徒は加害生徒とともにゲーム店に行き万引きを

してしまった。判例 7では、加害生徒 (上級生)か らスーパーで万引きするように命令されて被害生徒

は実行している。

⑦被害生徒宅へおしかける (判例 4、 判例 7)

加害生徒は頻繁に被害生徒宅を訪れた。被害生徒は、加害生徒の訪間を嫌がり、家に鍵をかけたり、

留守にしたりするなど防衛策をとつているが、加害生徒は執拗に被害生徒宅におしかけている。判例 4

では、不登校になった被害生徒 Aの家を訪ね「自分たちが疑われるから来い。」「僕らのせいじゃないよ

ね。」などと何度も繰 り返し発言したという。卒業後もたびたび訪ね、近所にきこえるような大きな声で

Aが万引きしたことを話し、Aが嫌がるのを楽しんだ。判例 7では、複数の加害生徒が頻繁に被害生徒

宅を訪れてチャイムを鳴らしたり、 ドアノブを回すなどしたりして呼び出しを試みた。被害生徒は施錠

して息をひそめていたが、たまたま施錠を忘れた時に加害生徒らが家の中に入つてきたこともあったと

いう。

③その他

1判例でみられたいじめの内容として、「被害生徒の弁当のおかずや飲み物を取り上げる」「無視や仲間

外れ」「本人に直接話してはいないものの、本人のいるところでの暴言J「被害生徒の机の下にわざとご

みを集めるJ「被害生徒の靴に多数の画鋲を貼り、靴を靴箱に接着剤のようなもので貼り付ける」「デパ

ー トの中に、被害生徒を閉じ込めるJ「登下校を強要されるJ「待ち伏せされる」「夏休みの課題を加害生

徒の代わりに作成させられる」ことがみられた。「無視や仲間外れ」は、コミュニケーション操作系のい

じめであるといわれる 3つ。ただし、本稿の判例に限定するとコミュニケーション操作系のいじめは、女

子生徒間のみにみられた。一方、男子生徒間では、害生徒が被害生徒宅におしかけたり、万引きを共に

したりというように、友人関係にあると錯覚するくらい、加害生徒と被害生徒がともに行動している。

さて、文部科学省は 2012年の資料 3'で、ぃじめの態様として 8種類をあげている。1.「冷やかし・

からかい」(冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。)、 2「仲間はずれ・無視」(仲

間はずれ、集団による無視をされる。)、 3.「軽くぶつ」 (軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれた

り、蹴られたりする。)、 4.「ひどくぶつ」 (ひ どくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。)、 5.

「金品たかり」、6.「金品を隠す盗む」(金品をたかられる。金品を隠されたり、ぬすまれたり、壊された

り、捨てられたりする。)、 7.「嫌・恥・危険強要J(嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、
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させられたりする。)、 8_「パソコン携帯」(パ ソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。)の

8点になる。このようないじめの内容が実在する一方で、7つの判例からあきらかにしたように、「ひど

くぶつ」という程度ではすまされないような暴行がみられるのも事実である。いじめの実態をできるだ

け正確に把握し、対応を考えたり未然に防止したりしていくためには、8つそれぞれの項目の中で実際に

起きたことを具体的に示していくことも必要になるだろう。

(4)判例にみる教員の安全配慮義務

表2判例にみる教員の安全配慮義務

教員は、児童生徒に対して安全配慮義務を負っている。教員の負つている安全配慮義務は、法律に示

されているものではないが、学校でおきた事件や事故の裁判の際に争点になり、判例で明示されてきた。

本稿で題材にした 7つの判例においても、教員の負 う安全配慮義務について示されている。7つの判例に

判例 判例中の安全配慮義務に関する記述

判例 1

「在学契約の趣旨にかん力`みれば、学校の教職員は、教育活動を行う義務のみならず、学校生活上、生徒がいじめの被

害に遭わないように生徒を保護するという義務も負つており、かかる義務に違反した場合には、在学契約に付随する安全

配慮義務違反に基づく債務不履行責任を負うと解するのが相当」

判例2

「学校を運営する法人は、在学契約に基づき、生徒に対し、施設、設備を提供し、所定の課程の教育を実施する義務を負
うのみならず、その付随義務として、学校における教育活動並びにこれに密接に関連する生活関係における生徒の生命
及び身体の安全を保護する義務を負い、学校を運営する法人の理事長は、法人に代わつて事業を監督する者として、校

長や所属の教員を監督する義務を負い、学校の校長は、同様に所属の教員を監督する義務を負い、教員は、その担当す
る職務に応じて上記義務を具体的に履行する義務を負うものであり、一審被告らがそれぞれ上記のような義務を負つてい

ることは、教育基本法、学校教育法等の趣旨からも明らかである。」

判例3

・「学校を運営する法人は、在学契約に基メ 義務として、学校において、生徒を教育する責務を負い、生徒に対し、必要と

される学科について形式的に授業を実施するだけではなく、生徒が実質的に学科の教育を受けることのできる人的・物的

環境を整え、学校における教育活動及びこれに密接に関連する生活関係における生徒の生命、身体、精神などの安全を
確保し、これらに危害が及ぶおそれ力`あるような場合には、危害の現実化を未然に防止し、生徒が安心して教育を受ける
ことができるように、その事態に応じた適切な措置を講ずる一般的な義務がある。」
・「また、上記義務について、学校を運営する法人の理事長は、法人に代わつて事業を監督する者として、校長や所属の

教員を監督する義務を負い、学校の校長は、同様に所属の教員を監督する義務を負い、教員は、その担当する職務に応
じて上記義務を具体的に履行する義務を負うものであり、被告らがそれぞれ上記のような義務を負つていることは、教育
基本法、学校教育法等の趣旨からも明らかである。」

判例4

「公立中学校の教師は、学校内において、生徒の心身に対しいじめ等の違法な侵害が加えられないよう適切な配慮をす
る注意義務、すなわち、日頃から生徒の動静を観察し、暴力行為やいじめ等がないかを注意深く見極め、その存在がうか
がわれる場合には、関係生徒や保護者らから事情聴取するなれ てその実態を調査し、表面的な判定で一過性のものと
決め付けずに、実態に応じた適切な防止措置を講じる義務を負うものと解せられ……」

判例5

「学校は、保護者の委託を受けて教育する責務を負い、保護者から受託した生徒につき、学科について教育するだけでは

なく、学校における教育活動及びこれに密接に関連する生活関係における生徒の安全を確認すべき義務を負うのであり、

学校の支配下にある限り、生徒の生命、身体、精神及び財産等の安全を確保すべき義務を負い、外部者による侵害だけ
でなく、生徒による侵害に対しても同様で、学校において、他人の生命、身体などの安全の確保に関する規律を習得させ

る機会を生徒に与えることも期待されていると解せられる。教員は、学校のこれらの義務の履行を補助するものとしての責

任を負うというべきと解せられる。」

判例6

「公立中学校における教員には、学校における教育活動及びこれに密接に関連する生活関係における生徒の安全の確

保に配慮すべき義務があり、特に、生徒の生命、身体、精神、財産等を大きな悪影響ないし危害が及ぷおそれ力`あるよう

なときには、そのような悪影響ないし危害の現実化を未然に防止するため、その事態に応じた適切な措置を講じる一般的

な義務 (安全配慮義務)から構成されるというべきである。」

判例7

「公立学校の教員は、学校における教育活動及びこれに密接に関連する生活関係において、生徒の安全に配慮し、他の
生徒の行為により、生徒の生命、身体や財産等が害されないよう、当該状況に応じて適切な措置を講ずる義務があると解
される。特に、当該生徒がいわゆるいじめ(自分より弱いものに対して一方的に、身体的・心理的な攻撃都 続的に加え、
相手力1深亥Jな苦痛を感じている者を受けている場合には、いじめのりЬ候を見逃さず、早期発見に努め、又はいじめの訴え

等があつた場合には適切に対応し、いじめの事実関係を把握し、いじめている生徒にも適切な指導を加えて、いじめを受け
ている生徒の生命や身体等の安全を確保することが求められるというべきである。」

「 ンターネットTKC ―ス」より作成
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みられる教員の安全配慮義務の記述部分について、表 2に整理 した。これらを総合すると、いじめ問題

における教員の負 う安全配慮義務の内容は、5点になる。

1つに、教員は教育活動を行なう義務だけでなく、生徒がいじめの被害にあわない義務も負つていると

い うことである (判例 1)。 2つに、教員は生徒の生命、身体、精神、財産などを保護する義務を負つて

いることである (判例 2、 判例 3、 判例 5、 判例 6、 判例 7)。 3つに、生徒の生命、身体、精神、財産な

どに危害が及びそ うな時には未然に防止できるように、事態に応 じた適切な措置を講じる必要があるこ

とである (判例 3、 判例 4、 判例 6、 判例 7)。 判例 7では、いじめの兆候を見逃さないこと、いじめの訴

えなどがあつたら適切に対応 し、いじめの事実関係を把握することなどが具体的な措置 として記 された。

4つに、教員には加害生徒への教育や指導も課されていることである (判例 5、 判例 7)。 教員は、学校で

他人の生命、身体などの確保に関する規律を生徒に習得 させることやいじめの訴えなどがあったら加害

生徒に適切に指導することが求められている。5つに、これらの安全配慮義務については教育基本法、学

校教育法などの趣旨からもあきらかであるとした (判例 2、 判例 3)。 教員のもつ安全配慮義務は法律に

基づいたものではないが、判例では学校教育に関する法律が根拠 として示されている。

(5)判例にみる「教員に求められる対応」

7つの判例から、教員として求められるいじめへの対応がみえてくる。実際に教員がとつた対応 と教員

として求められる対応について、表 1に整理 した。判例に共通する求められる教員の対応について、①

いじめ問題に対する認識、②いじめへの具体的な対応、③その他にわけてまとめる。

① いじめ問題に対する認識

本稿で題材としている 7つの判例は、いじめ被害を認められたものであるが、当時の教員にいじめの

認識がなかつたり、いじめと判断できていなかったりする事例が多い。そのため、判例では、教員はい

じめとの認識をもつべきであつたと記されている。多くの場合、いじめは被害生徒の保護者から教員 (学

校)にいじめへの対応を依頼したことから発覚している。しかし、被害生徒の訴えだけでは、いじめが

あつたという判断をできず、教員 (学校)は何らかの根拠に基づいていじめの有無を判断することにな

る。判例には、いじめの有無の判断として 3つの方法が示されている。(i)アンケー トや事情聴取によ

る多方面かつ詳細な調査、(1)教員間の情報共有、(面 )被害生徒の観察である。

(i)い じめ問題に対する認識

いじめの有無を判断する根拠として、アンケー トや聞き取りなどの調査がある。判例によると複数の

学校が行なつているものの、調査が不十分であったことを指摘されている。アンケー トについて、判例 6

では、無記名のアンケー トを行なっている。結果、加害生徒による被害生徒への暴行の事実が出てきた

ものの、教員らは一過性のものであると判断し、それ以上の調査は行なわなかったという。判例 7では、

生徒会が主体となりいじめアンケー トを実施した結果、いじめの事実が明らかになったが、以降教員 (学

校)はそれ以上の調査は行なわなかったため、いじめの実態を把握できなかった。判例では、形式上の

アンケー トの実施ではなく、いじめの有無を判断できるように詳細に調査すべきだったと指摘している。

事情聴取については、いじめに関わる多くの関係者から行なうべきだったといわれる。関係者とは、

被害生徒、加害生徒、被害生徒の保護者、いじめ被害の目撃者などである。複数の事例で、教員が加害

生徒や被害生徒に対して、いじめの状況をきいている。しかし、判例 5の被害生徒は教員にいじめ被害

を申告しなかったため、いじめは無いと判断された。このことについて、判例では「生徒間のいじめは、
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教員に隠れて行われるのが通例で、いじめの現象を発見するのは容易ではなく、その発見や、これを発

見したときの対処にはそれなりの準備と工夫を要する。いじめは、本件におけるように、被害生徒が通

報することがないのが通例で、他の生徒の通報が発見の契機となる。通報を契機として、事情聴取して

も、被害生徒すら事実を否定するものであり、それのみからいじめがないと判断するのは愚かの極みで

ある」と、いじめの有無を被害生徒の申告だけに頼つたことを強く批判している。他の判例をみてもい

じめの関係者から広く事情聴取をしたうえで、いじめの有無を判断することが求められている。

(■ )教員間の情報共有

生徒は、学校生活でさまざまな教員とかかわりをもつ。学級担任、部活動の顧間、教科担当教員、養

護教諭などである。判例 2(3)、 判例 6の ように、クラスと部活で同時にいじめがおこる場合もあるため、

教員は各々の立場で情報収集し、得た情報を職員会議などで集約した結果、いじめの有無を見極めるこ

とが求められている。例えば、判例 5では「中学校の教員らは、上記両事件 (「パンツ下げ事件J「授業

中に瞼付近を汚く塗られた事件」をさす)を契機として、職員会議等における意見及び情報の交換、生

徒からの事情聴取を実施することにより、上記事件以外にも、前記認定のとおり、A(被害生徒をさす)

が、プロレスごっこ等の遊びに籍日した暴行を繰 り返され、同級生から蹴られ、靴を奪われる等の理不

尽な被害に遭つていた事実を知り得たと認めることができる」と述べ、教員間の情報共有によつていじ

め被害を認識しえたと指摘する。また、判例 2では「本件クラス担任教諭である一審被告成田は、遅く

とも一審原告から春子 (被害生徒をさす)に対するいじめの連絡を受けた平成 14年 1月 1日 以降、本件

6名 の春子に対する行為が、生徒間の軽微ないたずらや悪日の言い合いにすぎないのか、それともいじめ

またはいじめの疑いのある行為なのかを適切に判断するためにも、上記ア①の調査を行い、同②及び③

の措置を講じ、春子に対するいじめの連絡があった旨を学年会に報告して教諭間で情報を共有する義務

があつたにもかかわらず、これを怠つたものである」と情報を共有しなかった教員を厳 しく批判してい

る。

(五 )被害生徒の観察

(i)で関係者からの事情聴取をするべき人物として被害生徒をあげたが、判例から、被害生徒はい

じめの事実を申告しないという特徴もみえてくる。判例 5、 判例 6、 判例 7の被害生徒は、教員にいじめ

を申告していなかった。判例 5では、教員の事情聴取に対して、自死する日まで一貫して否定し続けて

いる。判例 7も 、自死の前日までいじめの事実を教員らに話さなかった。なぜ、被害生徒はいじめの事

実を隠すのか。半」例 6では、両親がいじめ解決のために、いじめの事実を学校に話そうと被害生徒を説

得するが、「『 とにかく絶対学校には言えない。特にP7先生に言つたら大変なことになるから絶対言えな

い。』と言つたので、どうしてP7先生に絶対言えないのか尋ねたところ、P2(被害生徒をさす)は『あ

の先生に言うとみんなの前ですぐ話を出してしまう。だから話はできない。お母さん、学校にだけは言

わないでくれ。』と言い張つた」という。判例 7の被害生徒と同様にいじめを受けていた生徒も、教員か

らいじめの被害状況をきかれたが、仕返しが怖くて真実が話せなかつたという。判例から被害生徒は、

いじめに対応 してくれる存在であるはずの教員を信頼しておらず、教員の対応によってさらにいじめの

被害がひどくなるかもしれないと恐れている。

しかしながら、判例は被害生徒からの申告が無くても、教員はいじめ被害を認識できるとする。それ

は、被害生徒に対するきめこまやかな観察である。具体的には、被害生徒の遅刻の多さ、被害生徒の持

ち物が壊されるという被害、一見友達同士が行なっているようにみえる「じゃれ合い」にひそむ暴行な
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どの事実の観察である。判例では被害生徒の多くが不登校になり、急に遅刻や部活動の欠席が多くなっ

ている。判例 4では、保護者面談で被害生徒の保護者から、息子の遅刻が増えた原因について学校で何

かあったのか注意して見て欲しいといわれている。判例 7では、加害生徒から登下校の同行を強要され

るようになつてから、被害生徒の遅刻が増えていくのだが、教員は、遅刻を無くそうとして同行者、起

床時間、家を出た時間などを書くためのノー トを渡し、毎日の提出を求め、保護者にも目を通してほし

いと頼んでおり、遅刻の原因となったいじめを予想できなかった。また、いじめのカロ害者と被害者が友

人関係のようにみえたため、いじめを疑えなかつた。被害生徒と加害生徒が友人関係のようにみえても、

両者の間でどのような行為が行なわれているかについて、注意を払う必要がある。判例 4では文房具損

壊や「首絞め行為」を教員が把握しながらも、友人関係にあるからいじめではないと判断してしまった。

しかし、今日の文部科学省のいじめの定義にもあるように、いじめは「一定の関係にある者同士」で起

こるものである。教員は被害内容について、複数の教員、日撃者、被害生徒の保護者などから情報を得

ながら、被害生徒を注意深くみていくことによつて、いじめの有無を判断できるとされている。

② いじめへの具体的な対応

7つの判例では、教員が生徒に対して十分ないじめ対応をとらなかったとして、安全配慮義務違反にあ

たると指摘している。教員がとるべきいじめ対応とはどのようなものか。判例 7の学校は、生徒たちに

対していじめの講話を聴かせたとして、いじめに対応していたと主張したが、すでにいじめが起こった

中での講話を通じた指導は、裁判所から「あくまで一般的、概括的なものにとどまり、丙 (被害生徒を

さす)の生命及び身体の安全に対する具体的な注意義務を尽くしたとは到底いい難い」と非難されてい

る。このことから、すでに起こつてしまったいじめについては各々の事例に応じて具体的に対応するこ

とが求められている。そこで、判例を用いながら、具体的に教員に求められるいじめ対応について、(i)

教員間の情報共有及び組織的対応、(1)被害生徒及び加害生徒の保護者への対応、 (五 )被害生徒への

対応、(市)加害生徒への対応からみていく。

(i)教員間の情報共有及び組織的対応

いじめ問題に対する認識と同様に、実際の対応も教員間の情報共有をもとに組織的に行なう必要があ

ると指摘されている。本稿の対象判例の学校の中には、生徒指導の態勢を独自に作り、「いじめ対応マニ

ュアルJを作成しているところもあり、そのルールに沿えば情報共有は難しくないように思えるが、実

際の情報の伝達は必ずしもうまくいっていない (判例 2(3)、 判例 7な ど)。 クラス担任の見聞きした情

報が、生徒指導部や学年会や職員会議、管理職にまでいきわたらないこともあつた 3♪。また、いじめ問

題への認識の箇所でも述べたが、被害生徒は、いじめの拡大などをおそれて、教員に事情聴取をされて

も被害の実態を否定する傾向がある。被害の申告がないことでいじめ問題への対応は困難を極めること

が予想されるが、アンケー トや目撃者の証言などを得て「教員は、教員同士互いに足らざるを補い、事

態に対処すること」 (判例 5)が期待されている。また、教員間の情報共有を円滑にするために学校で作

成している「いじめ対応マニュアル」などを問題が起きた時に機能させることも求められている。

(■ )被害生徒及び加害生徒の保護者への対応

いじめ問題への対応の契機は、被害生徒の保護者からの教員への相談にある。教員に求められる対応

として、保護者から事情をきいて両者で情報を共有することや調査より得られた事実を保護者に報告す

ることがあがつている。保護者への報告について、判例 6の教員は学校のアンケー トでわかったいじめ

の事実を報告せず、また保護者より依頼を受けていたサッカー部活内でのいじめの有無や今後の対処に
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ついても報告しなかったとして問題になつた。判例 2(3)では、いじめ対応の方針の違いで、保護者と

学校が対立を深めており、教員には保護者と連携するための信頼関係の構築も求められる。

一方で、判例によると教員はカロ害生徒の親について、適切に指導、注意すべきであつたと指摘されて

いる。判7116では、クラス内のいじめについては加害生徒とその保護者への指導によっていじめは終息

しており (ただし、このカロ害生徒はサッカー部でのいじめにはそのまま加わり続けている。)、 加害生徒

の保護者への指導、注意はいじめの解決において、一定の効果が認められる。

以上より教員には、被害生徒の保護者から得たいじめの情報に基づき調査を行ない、そこで得られた

事実を保護者へ報告することを通して両者で情報や対応策を共有する一方、いじめの事実が判明した加

害生徒の保護者には指導、注意することが求められている。

(■ )被害生徒への対応

被害生徒への対応としては、いじめの事実関係を把握するために事情聴取を行なうこと、いじめが終

息したようにみえても継続して状態を確認すること、被害生徒の心情把握につとめることが求められて

いる。

被害生徒は、いじめの事実を隠す傾向にあるといわれるが、申告する生徒もいる。また、保護者の説

得によつて話し始める生徒もいる。このような被害生徒による申告がいじめ解消につながると、判例 5

は主張する 3つ。たしかに、今日のいじめの定義は被害生徒の立場にたつているため、いじめの有無の判

断、解決に向けた対応についても被害生徒の申告を受けることで迅速に進む。教員は被害生徒と信頼関

係を構築し、申告を引き出すことも必要である。

また、いじめは糸区続 しがちであること、同時に複数の場 (ク ラスや部活など)で起こることを念頭に

置いて、被害生徒の様子を継続してみていくことも必要である。判例 6では、教員は加害生徒に対して、

被害生徒から盗んだお金を返すように指導しているが、最後までお金は返却されず、その事実を教員は

把握していなかつた。この教員は、部活内で被害生徒がいじめられていないか、注意深く観察していた

のだが、それでもお金の返却については確認できていなかった。

最後に被害生徒の心情を把握することについては、判例 1で言及されている。「死ね」「殺す」などの

メールを送られた被害生徒に対して、精神的苦痛を受けていることがわかったら励ますなどして、事態

の再発防止や交友関係の回復など、被害生徒の立場にたつた精神のケアも必要だつたと指摘している。

(市 )加害生徒への対応

いじめの有無や状況の把握のために事情聴取を行なう必要があることといじめがあると判断した際に

は保護者も含めた指導、注意が求められている (判例 3、 判例 4、 判例 6、 判例 7)。 カロ害生徒への指導に

ついて、判例 6では加害生徒への指導後、lヶ月以内に再びカロ害生徒が被害生徒に暴行を加えたことをふ

まえて、不十分な指導だつたと指摘している。そのうえで、適切な指導として 1つの見解を示した。ま

ず、被害生徒にも事情聴取を行ない、事実関係を確認したうえで、加害生徒とその保護者に指導する。

後日、一連の内容を被害生徒の保護者に報告するべきだつたとする。このように、ただ加害生徒に指導

するだけでなく、カロ害生徒の保護者を指導、注意の対象に含めたり、被害生徒の保護者ともその情報を

共有したりするなど、他の措置と組み合わせることでいじめ解消への効果を発揮するものと考えられる。

③ その他

判例に共通する教員に求められる対応として、①②に焦点をあてて述べてきた。ここでは、1つの判例

になるものの、今日重要視されているテーマも含んでいるため記すこととする。
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1つは、教員には、いじめに直接関わらない傍観者に対する教育も求められている (判例 5)。 森田洋

司氏は「いじめ集団の四層構造モデルJを示し、いじめの「被害者J「加害者Jの周囲にいる「観衆J(い

じめをはやし立てておもしろがってみている子ども)と 「傍観者」 (い じめをみてみぬふりをしている子

ども)の存在を指摘した 3ゆ。判例 5や半」例 7では、クラスや部活中に目の前で行なわれた暴行でありな

がらも、多くの同級生が暴行を制上せず、教員への報告もせず、クラス内での話し合いに出すこともな

かったという。傍観者が何もしなかった理由について、判例 7では「関わり合いになることをおそれてJ

とある。判例 5では、傍観者について「本件は、先に見たように、暴行を加えた者だけではなく、被害

者の陥つた状態を放置した級友の卑怯な態度も、いじめの大きな要素であり、敢えて言えば、被害者以

外の級友の全ては加害者と言つてよい事例である。Jと 強く糾弾している。そのうえで、教員 (学校)に

対して、適切ないじめ対応の例として、「A(被害生徒をさす)に対する暴行を知りながら傍観 したり、

暴行に加担したりする生徒には、暴行を受ける生徒の心の痛み及び傍観することもいじめにほかならな

いことを理解させ、いじめを解消する行動を促すなどし、いじめによる被害を解消するための指導及び

監督の措置を講じる注意義務を負っていたというべきである」というように、傍観者への教育も教員の

対応としてあげている。森田氏も、傍観者がいじめに対して冷ややかな態度を示せばいじめを抑止でき

るのだが、傍観者には「他者の抱えている問題への無関心さ、自分が被害者になることへの恐れ、優勢

な力に対する従順さ、集団への同調志向などJ3∂ があり、いじめの抑止にはならずかえつていじめを支

持する存在となつていることを指摘している。橋本摂子氏は、小学校と中学校のいじめ解決の差異を傍

観者に見出している。小学校の場合は、加害者と近い位置にいる傍観者が仲裁者となっていじめを収束

させるが、中学校になるといじめの当事者 (加害者/被害者)と 傍観者が分断してしまい、仲裁者がい

なくなることで中学校時のいじめは深刻化するという 3つ 。このような先行研究をふまえると、いじめ解

決には傍観者の行動がポイントになり、学校教育の中で傍観者をいじめの解決者としてどう教育してい

くかが課題となる。

2つは、いじめが契機となり、自死や精神疾患につながるかもしれないことを教員は知らなくてはなら

ないと指摘されていることである。いじめと精神疾患・自死の因果関係の証明は難しく、本稿で用いた 7

つの判例のいずれも認められていないが、判例 3では「平成 14年度当時、いじめに関する新聞やテレビ

の報道等によって、学校内におけるいたずらや悪ふざけと称して行われている生徒同士のやり取りを原

因として、中学生等が自死に至った事件が続発していることが既に周知されており、中学生等がいじめ

を契機として精神疾患や自死等に至るおそれがあることは、公知の事実であつたというべきであり、い

わゆる学校関係者である被告らがこのような事実を知らないはずはなく、仮に知らなかったとすれば、

それ自体、学校関係者としての責任の自覚が欠落していたことを示すものといわざるを得ない」と述べ

られている。実際、7つの判例の被害生徒は自死や自殺未遂を起こしており、その前に統合失調症などを

発症している生徒もいる。

7つの判例の教員 (学校)は、いじめに対して全く対応していなかったわけではない。しかし、いじめ

問題はさまざまな人間関係の中で、さまざまな手段を用いて行なわれていたために、判例にみられる教

員の対応では不十分であつた。また、加害生徒の行為は、いじめという軽い言葉ではおさまらない「暴

行」レベルのものも少なくない。これらの複雑かつ巧妙ないじめに対して、教員は何をもつていじめと

判断するか、どのようにいじめ解消に向けて対応していくか、という′点について丁寧に議論していくこ

とが必要になる。被害生徒を少しでも減らしていくためにも、これまでに出された判例は教員としてと
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るべき対応を検討するための素材になる。そして、適切な対応を検討する際に、教員だけが抱え込まな

いという態度も必要である。今日、子どもの立場にたつて人間関係を調整する専門家であるスクールカ

ウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどを置く学校もある。これらの専門家の助言を受けながら、

教員は組織の一員として問題に取り組んでいく必要があるだろう。

(文責 :松尾由希子)

2学校いじめ裁判例を用いた授業開発

藤井基貴氏は 3υ 、「ぃじめ問題は『教育相談』や『生徒指導論』に集中しており、学級経営や学校経営

の観点からいじめの対策について学ぶ方法を、講義形式と演習形式ともに開発している。さらに、教職

課程全体でのいじめ問題に関するカリキュラムデザイン」を今後の課題としている。この認識のもと、

本節では学校いじめ裁判例を素材として、教職科目の中で、基礎的・大人数クラスでの授業と、発展的・

少人数クラスでの授業とでクロスカリキュラムとして行なうことを提案する。

(1)大人数授業

①ねらいと特徴

以下の授業内容、授業方法は、特に教職の入門編、例えば「教職入門Jや 「教育原理 (教育原論)」 と

いった 1、 2年次に履修する授業科日で取り上げることが適している。ここでは、いじめの定義を自ら考

え、判例に触れることで実際のいじめについて、また教員に求められる対応について自ら考えることが

ねらいとなる。

具体的な授業の進め方として、まず前半でいじめを定義、中盤から後半にかけて「事例から教員に求

められる対応を考える」という流れでおこなった。最後にコメントシー トを書くことによる振り返りの

時間をとった。授業では、まず本授業の特徴、すなわち、いじめに関する教育で判決を使うものがほと

んどないことと、判決を使 う論文で評釈研究ではないものがほとんどないことを挙げた。次に、いじめ

を定義するにあたり、具体的な事例をパワーポイントで示し、判例におけるいじめと認定された事実を

示すことによつて、具体的事例から定義を考えてもらった。たとえば、「冷やかしやからかい」「仲間は

ずれにされるJ「軽くぶつかられる」「ひどくぶつかられる」「金品をたかられる」「嫌なことをされる」「パ

ソコンや携帯電話などで、誹謗中傷される」などといった具体的事例を学生に示したところ、それぞれ

のグループで、「いじめとは、いじめられる側がいじめられたと思ったら、それがいじめである」とか、

「いじめとは、身体的精神的に被害を与えられることである」などといったいじめの定義が考え出され

た。次に、実際の文部科学省による現在のいじめの定義「「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人

間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」」を

示し、自分たちで案出したいじめの定義と見比べた。

次に、いじめに関する諸説を授業者が説明した。たとえば、いじめか否かの判定が難しいという『生

徒指導提要』の中に示されている内容や、森田洋司氏による「いじめの四層構造」、すなわち、標的、攻

撃する多数者、煽る者、傍観者という四層について、さらに深谷和子氏によるいじめの原因、また、文

部科学省初等中等教育局によるいじめの緊急調査 (平成 24年 4月 から5,6か月間の調査)の結果、を

授業者が説明した。

授業の中盤から後半にかけて、事例から教員に求められる対応を考えた。学校いじめ裁判の事例とし

‐
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て、平成 14年の新潟地方裁判所の裁判の判例 (判例 6)か ら、特に当事者といじめの内容、教員のとっ

た対応を抜き出し、レジュメとして学生に配布し、授業者が内容を読んで提示した。そして、「あなたが

教員だとしたら、このいじめに対してどう対応しますか」という質問を学生に投げかけ、グループで議

論してもらい、その後クラスで意見を交換した。最後に、教員の安全配慮義務について判例に述べられ

ていることを紹介し、判例の中で、教員に求められるいじめ対応とはどのようなものであったのか、そ

の内容と、個人、グループ、およびクラスで案出した教員の対応との共通点および相違点について考え

た。実際の学生の反応については、以下に詳説する。

②授業の実際と学生の反応

まず、第 1回は平成 26年 12月 に、私立N大学の「倫理学」(48名、1年次以降履修、4限)で実施し

た。学生の反応として、「生徒側も先生にばれないようにいじめを行うため、教師がいじめを見つけるの

は難 しい。したがって、普段から生徒の性格を知り、早めの対応をしないといけないJに代表されるよ

うな、教員のきめ細かな対応を求める意見や、「いじめには様々な種類、パターンがあり、一つずつすべ

て異なっている。そのため対応は難しく、教師の負担は大きく大変であるJと いう教員の負担について

述べる意見、そして、「そこまで干渉しなくてよいと思う部分も、生徒にとってはして欲しい部分かもし

れないので、その点を大人として考えるべきである」といつた、子どもの心理をも考慮する意見が多か

った一方、「いじめが見つかつた場合も、それほど生徒間には入らず、しかし見守ることが大切である」

というように、生徒の間にどこまで教員が入るべきかについて問う意見も少しあつた。

第 2回 目は、同じく12月 に国立S大学の「教育の原理」(86名 、2年以降履修、4限)で実施し、こ

の授業については、授業者以外に授業観察者の参観のもと、詳細に授業を分析した。授業後に行なった、

授業者と授業観察者による検討では、判例の内容について授業者が説明するところでは、より簡潔に述

べた方がよいという改善策が出された。判例を授業内ですべて把握するのは難しいことであり、どこま

で簡潔にして学生に提示するかは授業者に依っている。あまり簡潔にしすぎると情報量が減 り、内容の

理解もそれだけ疎かになる。したがつて、レジュメには詳細を記す一方で、授業者はそれらを大まかに

説明することで、内容把握の混乱を防げるのではないかという見解に至った。特に教職志望者にとつて

は、これまで生徒の目線から見ていた学校が教員として見るべき対象となる。したがつて、この切り替

えをおこなう上でも、判例を教員の視点で見てみるということはその一助となる。また、今回の授業で

は判例を一つ示したのみであつたが、これは一般性をもつていること、すなわち、他の事例でも裁判に

おいて判決は似たものとであることを付け加える必要があつたことが反省点として出された。また、い

じめの被害者がなかなかいじめについて周囲に言うことができないという事実についても、今回の授業

では学生に感じられることであつたが、このことについては、別授業で時間をとって取り上げていく必

要があるという課題も残った。

次に、学生の意見を以下に整理する。今回の授業でねらいとした、きめ細かな教員による対応の必要

性について、その通りであるとする意見がほとんどであった。「
『先生にこう言われたから、あの子とは

これから仲良くしなきゃ』など、いじめる子が思うとは私は思つておらず…教師に出来ることは、当事

者たちを仲直りさせることではなく、問題をしつかり把握し、それ以上、いじめを進行させないことな

のではと思う。 (ク ラスを一緒にしないとか、停学とか…
)」 といった意見では、問題の把握という重要

な点に着日している。また、「教師に求められる正しい指導の方法を一亥」も早く、確立する必要性を感じ

た」という意見では、具体的な指導方法が将来教員となる学生にとって必要とされていることが読み取
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れる。一方で、教員がどこまで踏み込むべきか、干渉しすぎるのは良くないのではないかという意見が 8

名から出された。これは第 1回 目の授業でも出てきた意見であるが、より詳細にその理由が述べられて

いるため、以下に示す。まず、教員が干渉しすぎたとしても、「当事者同士での解決がなければ、再発し

てしまう恐れがある」というように再発の恐れを述べるもの、さらに「ある程度の放任は必要だと思う」

「生徒にどこまで干渉しても良いのか、するべきなのか、見極めが難しいなと思つた」といつた、生徒

の自律性を要求するもの、また、「教員にばかり責任をもとめられるように思えるが、いじめた本人や、

その親にもしつかりと責任をとらせるべきだと思う」というように、教員だけに責任を求めることに対

する疑間、そして「自分が教員になったときにいじめに直面したら、実際に今回考えたような理想的な

対応ができるのだろうかと思つた。生徒や他の教員との関係から対応が限定されてしまうのではないだ

ろうか」というように、理想論と現実とは異なるという、現実の難しさに言及したものがあつた。

また、別の視点から、今回の授業の特徴について取り上げる意見がいくつかあつた。たとえば、「いじ

めに関する授業などを今までにも数多く受けてきたが、その中で今回の授業が一番生々しくいじめの事

例を取り上げていて、いじめを現実に起きている問題として感じた」といつた意見や、「このような事案

に適切に対応できるようなカリキュラム (大学生、教員とも)も必要だと感じた」という意見、そして、

「今回の事例では学校側の対応や友人関係など把握しながら話が進められて、普段より問題を身近に考

えることができた」という意見があり、これらの意見は判例を使 う授業のねらいを達成できたことを裏

付けている。しかし一方で、「安全配慮義務は確かに教員にあるのだが、予防活動にこそ力を入れてもら

いたい」というように、予防策について考えるべきことを指摘する意見や、「私はいじめられても何とか

それをのりこえてきたので、警察など学校外まで問題を広げるのは、少し大ごとにしすぎではないかと

思つた」というように、学校外との連携について消極的な意見もいくつか見られた。

以上、学生の反応を整理しながら列挙した。ここから見えてくることは、学生は教員の安全配慮義務

について重要と考えつつも、その状況に立ったときの対応の難しさを今回の授業で感じ、一方でどこま

で教員が対応すべきかについては不安と疑間を抱えているということである。したがつて、今後の課題

は、1つの判例だけでなく、数多くの判例を知ることによつて、教員としてとるべき行動の輪郭を学生一

人ひとりが明らかにしていく作業が必要ということである。このことは、何をもつて「自死してしまう

かもしれない」と言えるのか、つまり自死に至る経緯の事例を知つていくことでもある。そこで、教職

科目の中でも少人数でおこなう授業において、判例を使う模擬裁判が教育的意義を持つのではないかと

考えた。以下、少人数科日での判例の教材としての使用例について述べていく。

(2)少人数授業

①ねらいと特徴

以下の授業内容、授業方法は、特に教職の実践編、例えば「教職実践演習」といつた 3、 4年次に履修

する授業科日で取り上げるのに適している。ここでは、ロールプレイの授業法を基礎として、複数の立

場、すなわち、原告役、被告役、裁判官役に立ってアクティブ・ラーニングをおこなうことが目的とな

る。学生には模擬裁判で扱われる判例のいじめの内容や教員のとつた行動について、主体的に情報収集

することが求められる。このような主体的な在 り方は実際に教員となったときにも必要となる資質であ

る。

授業方法を以下に概説する。まず両親役、教員役、裁判官役に学生を分ける。そして、平成 14年の新
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潟地方裁判所の裁判の判例 (判例 6)から、特に、当事者といじめの内容、教員のとった対応を抜き出し、

レジュメとして学生に配布し、教員が内容を読んで提示した。その後、10分ずつ、両親役、教員役が授

業者に具体的に、実際に教員のとった行動を聞き出す時間をとり、裁判官役は逐一それらをメモした。

模擬裁半」では、両親役が先に、そして教員役が次に、それぞれ 3点ずつ、裁判官役に訴えたい論点を提

示した。その後、少し時間をとつた後、両親役、教員役ともに、相手側から訴えられた論点に対する自

分たち側の見解を裁判官に 3点ずつ提示した。裁判官役の学生は最後に、この模擬裁判が勝訴であつた

か敗訴であつたかを理由も併せてクラス内で提示した。

② 授業の実際と学生の反応

まず、第 1回は、平成 26年 12月 に、私立 S大学の「教育」(19名 、1年以降履修、2限)の授業にて

2回に分けて実施した。2回に分けて実施した模擬裁判は、結果が両者で異なった。すなわち、1つは勝

訴でもう 1つは敗訴であつた。授業者が観察して分析するところによれば、教員役、両親役のいずれか

に、情報収集に長けた学生がいるかどうかによって、模擬裁半りの結果は変わつてくるということである。

今回は、教員側に情報収集に長けた学生が集まったことにより、模擬裁判が敗訴になった事例であつた

と言える。学生の意見には、まず模擬裁判それ自体に関する意見として、「どれだけ証拠を増やすかが、

裁判で勝つことに関しては必要だと思つた」「一つ一つの論点を詳しく主張しないと勝訴にならないと思

った」「模擬裁判を初めて経験して、言いたいことを適切に伝える大変さが分かつた」というものがあっ

た。模擬裁判の内容に関しては、「一度は謝罪があつていじめが終わつたと感じても、いじめはそんなに

簡単に終わらないので、その後も意識して生徒の動きを観察するべきである」「いじめを早期に発見する

ようなことはできなかったのかと思つた」「いじめに対する先生の感覚と親の感覚は違っており、教員は

いじめに関して対応が甘かつたのではないか」「見えた部分のみに対応することは限界があり、もっと見

えない部分に配慮する必要があると思つた」というように、学校あるいは教員側に多くの責務を求める

意見がいくつかあつた。一方で、「学校側ばかりに非があるわけでもないと思った」という意見や、「い

じめた側がなぜいじめをしてしまったのかの原因を深く聞く必要がある」「根本に何があるのかを見つけ

なければならない」というように、より根源的にいじめについて考えるべきという意見もいくつかあつ

た。

第 2回は、同年 12月 に、私立 N大学の「教職実践演習」(6名 、4年生のみ履修、5限)で実施した。

教員役の意見として 「教員側の弁明は難 しい」という言葉に表れているように、この授業においては、

模擬裁判は圧倒的に両親役の勝訴で終わつた。裁判官役の意見として、「教員がしておかなければならな

かつた対応には、きりがない」という言葉に表れているように、ここには安全配慮義務の難しさが示唆

されている。授業者として課題を挙げると、まず、1時限すなわち 90分の授業では、丁寧に考える時間

をとった上で模擬裁判をおこなうには時間が足りないこと、したがって、2時限分を用意し、前半は授業

者がピックアップした判例を読みこみそれぞれの役割に立って情報収集を行なう時間とし、後半に模擬

裁判を実施し、教員の安全配慮義務について考える時間とすることが本授業のねらいの達成につながる

ということを提案したい。

(文責 :岩瀬真寿美)
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おわりに

本稿は、学校いじめ裁判例から導き出された教員に求められる対応を分析し、その分析結果を教職課

程の大人数授業と少人数授業に反映させるという、教職課程におけるいじめ問題の授業開発をめざした

ものである。判例にみる教員に求められるいじめ対応は、教員間の情報共有や被害者を継続して観察す

ること、加害者への指導など多岐にわたっている。ただし、このような教員の対応については、以前よ

り文部科学省も提起してきたところである。り。では、判例を用いる意義は何か。学生は判例に沿つて、

詳細に子どもや保護者、教員の状況を記録するため、具体的にいじめの状況をイメージし、教員のとる

べきヽヽ について「イメージ トレーニング」することができる。今回、判例を授業に取り入れたことで、

少人数クラスの受講生は判例 6の教員のいじめ飛ヽ に関する情報収集に乗り出し、模擬裁判中は判例中

の教員や被害者の保護者になりきつたことで、教員が被害生徒や加害生徒や保護者にどのように対応し

ていけばよいかを主体的に考えることができていた。教員のとるべき対応を模索する過程で、たとえ判

例で 「教員としてふさわしくない」とされた対応を受講生が選んだとしても、模擬裁判後に判例を読み

直すことで自分の選んだ行動を修正したり、改めて検討したりすることも可能になる。このように具体

的な先例に学びながら、今後のいじめ対応を考えることができるため、判例は有効な教材になる。

今回、大人数授業においても少人数授業においても、それぞれの改善′点はあるものの、実際の事例を

もとにいじめについて、あるいは教員に求められる対応について考える、という大きなねらいを達成す

ることはできた。教員にどこまで求められるのか、ということについては、授業を受けた学生からも意

見や質問がでてきたところであるが、いじめ問題にどう向き合うかについて、教員になつてからではな

く、教職を目指す学生が学ぶことができるよう、今後も適した授業開発を行なっていきたい。

(文責 :松尾由希子、岩瀬真寿美)
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